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弁
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衆
議
院
議
員
北
川
れ
ん
子
君
提
出
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
「
行
政
機
関
の
保
有

す
る
電
子
計
算
機
処
理
に
係
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

例
え
ば
、
死
者
を
被
相
続
人
と
す
る
相
続
財
産
に
関
す
る
情
報
の
中
に
、
死
者
の
氏
名
に
加
え
、
生
存
す
る
相
続
人
の
氏

名
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は
、
死
者
に
関
す
る
情
報
が
、
同
時
に
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
も
あ
る
場
合
に
該
当
す

る
も
の
と
考
え
る
。

二
に
つ
い
て

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
。
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）

は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
死
者
の
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
開
示
請
求
の
対
象
と
し
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

新
法
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
連
す
る
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
権
利

利
益
の
保
護
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
生
存
す
る
個
人
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
新
法
に
お
け
る
「
個
人
情
報
」
の
範
囲

を
「
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
」
に
限
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一



な
お
、
死
者
に
関
す
る
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は
、
そ
の
情
報
の
内
容
、
関
係
す
る
制
度
等
を
踏
ま
え
て

そ
の
取
扱
い
が
判
断
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
所
掌
事
務
の
遂
行
に
必
要
な
個
人
情
報
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
各
行
政
機
関
が
保
有
し
よ
う
と
す
る
個
人
情
報

が
当
該
行
政
機
関
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
規
定
及
び
当
該
規
定
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
て
い
る
事
務
の
内
容
に
照
ら
し
て
必
要

な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
個
別
具
体
的
に
検
討
し
、
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
行
政
機
関
が
、
新
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
さ
れ
た
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
個

人
情
報
を
保
有
し
て
い
る
場
合
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る
。

五
に
つ
い
て

本
人
か
ら
直
接
書
面
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
記
録
さ
れ
た
当
該
本
人
の
個
人
情
報
を
取
得
す
る
場
合
は
、
こ
の
よ

う
な
個
人
情
報
の
多
く
が
、
保
有
個
人
情
報
と
し
て
保
有
さ
れ
、
そ
の
後
の
行
政
運
営
の
基
礎
的
な
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
特
に
利
用
目
的
を
明
示
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

二



御
指
摘
の
目
的
外
利
用
及
び
外
部
提
供
の
実
態
を
ど
の
よ
う
な
基
準
で
把
握
し
、
公
表
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
検
討

中
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

学
術
研
究
の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
疾
病
の
予
防
や
治

療
の
研
究
の
た
め
に
、
学
術
研
究
機
関
に
保
有
個
人
情
報
を
提
供
す
る
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
特
別
の
理
由
」
と
は
、
保
有
個
人
情
報
の
目
的
外
利
用
及
び
提
供
の
原
則
禁
止
の
例
外
と
し
て
認
め
る
に
ふ
さ
わ
し
い

理
由
を
い
う
。
「
特
別
の
理
由
」
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
一
般
的
に
は
、
行
政
機
関
に
提
供
す
る
場
合
と
同
程

度
の
公
益
上
の
必
要
性
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
提
供
を
受
け
る
者
の
事
務

の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

八
に
つ
い
て

一
年
以
内
に
消
去
す
る
こ
と
と
な
る
記
録
情
報
の
み
を
記
録
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
は
、
保
有
個
人
情
報
の
本
人
の
権

利
利
益
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
少
な
く
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
総
務
大
臣
に
対
す
る
事
前
通

知
を
義
務
付
け
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
は
、
行
政
機
関
に
過
大
な
負
担
を
課
す
こ
と

三



と
な
る
こ
と
か
ら
、
事
前
通
知
の
対
象
外
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
も
、
利
用
目
的
を
制
限
し
、
目
的
外
利
用
及

び
提
供
を
原
則
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
の
各
請
求
の
対
象
と
し
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

小
規
模
な
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
ま
で
総
務
大
臣
に
対
す
る
事
前
通
知
を
義
務
付
け
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に

よ
り
公
表
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
は
、
行
政
機
関
に
過
大
な
負
担
を
課
す
こ
と
と
な
る
こ
と
か
ら
、
事
前
通
知
の
対
象
外
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
も
、
利
用
目
的
を
制
限
し
、
目
的
外
利
用
及

び
提
供
を
原
則
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
の
各
請
求
の
対
象
と
し
て
い
る
。

十
に
つ
い
て

本
人
の
数
が
新
法
第
十
条
第
二
項
第
九
号
に
基
づ
き
政
令
で
定
め
る
数
を
超
え
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、

そ
の
時
点
で
総
務
大
臣
に
対
し
て
事
前
通
知
を
行
い
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
掲
載
す
る
こ
と
に
な
る
。

十
一
に
つ
い
て

四



保
有
個
人
情
報
は
、
利
用
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
日
々
更
新
さ
れ
た
り
、
保
存
期
間
の
満
了
に
よ
り
廃
棄
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
は
、
本
人
に
対
し
て
開
示
さ
れ
た
保
有
個
人
情
報
に
限
っ
た
も
の
で

あ
る
。

十
二
に
つ
い
て

平
成
六
年
当
時
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算
機
処
理
に
係
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年

法
律
第
九
十
五
号
）
の
見
直
し
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
改
正
を
要
す
る
点
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ

る
。

五


